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未利用の動物由来たん白質の
利用再開に当たっての考え方

肉骨粉等の原料
として利用可のもの

利用再開時 豚又は家きんのみに由来す
る残さは、

・食鳥処理場の残さ
・豚と畜場の血液

平成13年11月
反すう動物由来たん白質が
混入しないので、
利用再開してもよい

・豚と畜場の残さ

・豚カット場の枝肉由来

平成17年4月

利用再開してもよい。

再開条件

1. 豚については、
分別管理基準を満たしていること。

（※分別管理基準：と畜場及びカット場が畜種

の残さ

・豚カット場の頭部など 利用不可
（※分別管理基準：と畜場及びカット場が畜種
別の専用ラインで処理していること。）

2. 家きんについては、

に由来する残さ
・家きんカット場の残さ （利用再開を検

討中）
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家きん専用施設で処理していること。



利用再開の対象とする豚残さ

と畜場

豚残さの原料収集先 血粉工場

と畜場の豚由来の

枝肉処理ライン

血液

カット場等

食肉
肉骨粉工場

場
不可食部位

血液

生体 枝肉

食
（精肉、背脂など）

不可食部

（肋骨 肩胛骨

カット場の豚枝肉由
来 の 不 可 食 部 位

肉骨粉工場

頭部
内臓 足部 食肉

（肋骨、肩胛骨、
くず脂など）

来 の 不 可 食 部 位

利用再開の対象
内臓 足部

内臓

内臓処理室

食
（頬肉、もつなど）

不可食部
（あご骨など）

カット場の豚頭部・
内 臓 等 由 来 の
不 可 食 部 位

内臓可食部位処理

（あご骨など） 不 可 食 部 位

と畜場の豚由来の不可食部位
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利用再開の対象とする家きん残さ

家きん残さの原料収集先

利用再開の対象

肉骨粉工場

家きん専用ミンチ工場

鶏ガラ 食肉（ミンチ）

家きんのミンチ工場、
カ ッ ト 場 由 来 の食 家 き ん 専 用 カ ッ ト 場

鶏ガラ 食

残さ

カ ッ ト 場 由 来 の
不 可 食 部 位

食
鳥
処
理
場

家 き ん 専 用 カ ッ ト 場

と体
食肉（手羽、もも肉など）

残さ（ガラ）場 残さ（ガラ）

食鳥処理場の家きん由来の不可食部位
鶏ガ 食 臓（羽、鶏ガラ、不可食内臓）
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大臣確認のチェック体制

農林水産省 ＦＡＭＩＣの立入検査結果により、製造工場の製造基準適合状況を確認

②検査指示
④

FAMIC 適合する施設をホームページ上で公表

②検査指示
④結果報告

確認書
交付

農政事務所

④結果報告

①

③立入検査

交付
同行調査

農政事務所は、肉骨粉
製造業者の調査に同行

①確認申請

肉骨粉等製造業者

製
し、畜種別の分別管理又
は専用処理の基準への
遵守状況を確認

原料収集先
（豚と畜場及びカット
場等、家きん専門の
カット場等）

配合
飼料
工場

発行 保存
回付

肉骨粉等製造業者
分別契約

畜種別の分別管理基
準の遵守に係る供給契
約を締結

カット場等）

畜種別の分別管
理又は専用処理
の基準の遵守

工場

豚肉骨粉等
発行 確認

原料供給管理票
による流通管理

肉骨粉供給
管理票

確認・保存

輸送容器の専用化
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と畜残さなど
豚肉骨粉等

原料収集先の分別管理又は専用処理の基準

輸送容器の専用化


